（様式２）

柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関するプロポーザル方式募集要領
１　当該委託等の目的，概要
(1) 目的

　　本業務は，ふるさと納税制度を活用し，本市のシティプロモーションに資する返礼品を贈呈することにより，本市の施策に賛同し応援いただける方を広く募るとともに，多くの方に本市の魅力を発信することを目的とするものである。併せて，本市から他自治体への寄附額が，本市への寄附額を上回っている現状を是正し，財源の均衡を図るため寄附金の更なる獲得を目的とする。
(2) 業務概要

　　業務の受託者が行う業務は，以下のとおりとする。
　　なお，同業務は，株式会社Workthyが提供するふるさと納税管理システム「ふるさと納税do」を利用することを基本とするが，市の承認を得たうえで別のシステムを使用することも可能とする。

　ア　柏市ふるさと寄附金に係る寄附情報の管理に関すること

　イ　返礼品協力事業者への発注及び返礼品配送管理に関すること

　ウ　返礼品協力事業者への支払いに関すること

　エ　寄附者へのお礼状及び寄附金受領証明書等の作成・各種書類の送付に関すること

　オ　本市の魅力をＰＲできる返礼品の開拓，企画等に関する各業務を行うこと
　カ　本市のふるさと寄附金事業に関する経費管理に関すること
キ　本市が利用する各ふるさと納税ポータルサイトの管理運営に関すること
　ク　柏市まちづくりのためのふるさと寄附金のプロモーションに関すること

　ケ　寄附者等からの問い合わせ等への対応に関すること

　コ　返礼品協力事業者及び市内事業者に対する説明会の実施に関すること
　サ　その他柏市ふるさと寄附金関係業務に関すること
(3) 予定契約期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
(4) 予定金額（上限金額）

５２，８００，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
※ふるさと寄附金受入額が８億円の場合の想定である。
※ふるさと寄附金受入額に対する業務委託料の割合（以下「手数料率」という。）は，６％を上限とする。（消費税及び地方消費税を含まない）
※別に実費（返礼品品物代，送料等）を支払う。

※この金額は，契約時の予定額を示すものではなく，事業の規模を示すためのものである。
２　参加資格
参加資格を有する者は，令和７年１０月２７日から契約締結の日までにおいて，次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないこと

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生の手続き又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生の手続きの申立てがなされている者に該当しないこと
(3) 柏市建設工事請負業者等指名停止要領（昭和６２年４月１日制定）に基づく指名停止又は柏市入札契約暴力団対策措置要領（平成２６年１２月１８日制定）に基づく指名排除を受けていないこと
(4) 電子交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者又は公募日前６か月以内に手形若しくは小切手を不渡りにした者に該当しないこと
(5) 国税の滞納がないこと

(6) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（旧：財団法人日本情報処理開発協会）が認定するプライバシーマークを取得していること
(7) 自治体が令和２年度以降に発注した，ふるさと寄附金事業業務（受託期間中のふるさと納税額が年間４億円以上の案件に限る。なお，ふるさと納税額は「ふるさと納税に関する現況調査結果」（総務省）で判断する。）を元請けとして履行した実績（履行中の案件を含む）を有すること
３　全体スケジュール
	内 容
	期 日

	公募開始
	令和７年１０月２７日

	参加意思表明書受付締切
	令和７年１１月１１日

	参加資格要件確認結果通知
	令和７年１１月１３日

	質疑書の締切
	令和７年１１月２０日

	質疑書に対する回答
	令和７年１１月２５日

	提案書等の提出締切
	令和７年１２月８日

	書類審査（一次審査）
	令和７年１２月１２日

	一次審査結果通知
	令和７年１２月１７日

	プレゼンテーション(二次審査)
	令和７年１２月２４日

	プロポーザル方式結果通知
	令和８年１月９日

	契約日（予定）
	令和８年２月上旬


　※各実施日は特段の事情が生じた場合は変更することがある。
４　参加意思表明について
(1) 期限

ア　持参の場合

令和７年１１月１１日　午後５時まで
イ　郵送の場合

令和７年１１月１１日　必着

(2) 提出書類

ア　参加意思表明書（様式５）

イ　暴力団排除に係る誓約書
ウ　納税証明書（国税）【原本】または【電子納税証明書（PDF 形式）を印刷したもの】
エ　２（６）及び（７）を証する書類
(3) 提出先及び提出方法
ア　持参の場合

柏市役所経済産業部商工観光課（本庁舎別館４階）
イ　郵送の場合

事務局宛に送付すること
(4) 部数

７部（正本１部　副本６部）
(5) 参加資格要件確認結果通知
    令和７年１１月１３日に電子メールで通知する。

５　質疑について
(1) 質疑方法
ア　質疑書（様式１０）を電子メールで事務局あてに送付すること

イ　メールの件名は【柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関する質疑】とすること

ウ　送付先：shokokanko@city.kashiwa.chiba.jp
エ　送付した際は，事務局（０４－７１２８－４７８０）に電話し到着確認をすること

オ　評価等に影響をおよぼすおそれがある質問（参加業者数・参加業者名・選定委員等） についての質問は受付けない。
カ　質疑は，２の参加資格を満たす者からのみ受け付ける。
(2) 質疑期間
令和７年１１月１３日から令和７年１１月２０日（午後５時）まで
(3) 回答方法
令和７年１１月２５日までに市ホームページに掲載する。
URL：https://www.city.kashiwa.lg.jp/shoko/hurusatonouzei/puropo.html
６　辞退について
参加意思表明書の提出後，本プロポーザル方式を辞退する時は，辞退届（様式８）をプレゼンテーション実施日の７日前までに事務局へ提出すること
(1) 提出先及び提出方法
ア　持参の場合

柏市役所経済産業部商工観光課（本庁舎別館４階）
イ　郵送の場合

事務局宛に送付すること
７　提案書の作成と提出
(1) 提案内容
別紙「柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関するプロポーザル方式審査基準」の項目に沿って記載すること
(2) 提出書類

ア　会社概要
　　任意様式
イ　提案書
　　様式３を使用し，用紙サイズはＡ４，横書きとすること
　　なお，別紙の添付を可とするが，用紙サイズはＡ４又はＡ４サイズに折りたたんで提出すること
ウ　枚数

　　様式３と別紙を合わせて３０枚を上限とする。
(3) 部数
７部（正本１部　副本６部）
(4) 期限
ア　持参の場合

令和７年１２月８日　午後５時まで
イ　郵送の場合

令和７年１２月８日　必着

(5) 提出先及び提出方法
ア　持参の場合

柏市役所経済産業部商工観光課（本庁舎別館４階）
イ　郵送の場合

事務局宛に送付すること
８　見積書の提出
見積書及び内訳書の提出を以下のとおり行うこと

(1) 部数
見積書及び内訳書　各７部（正本１部　副本６部）
(2) 上限金額
本要領１（４）に記載の 予定金額（上限金額）及び手数料率を超えないこと
(3) 記載要領
　　項目ごとに手数料率又は金額を記入すること
(4) 提出方法
提案書と合わせて期限までに提出を行うこと

９　プレゼンテーション審査
(1) 日付
令和７年１２月２４日
(2) 場所
柏市役所分庁舎２会議室３
(3) 実施時間
５０分以内とする（目安：説明２０分＋質疑３０分，セッティング・撤去に係る時間を含む）
(4) 人数
契約した際の責任者（担当者）を含め４名以内とする。
(5) 貸出物品
机・椅子・ＨＤＭＩケーブル・モニター（又はプロジェクター・スクリーン）とする。それ以外の物品については，提案者の負担において用意すること
(6) プレゼンテーションの参加者は一次審査の合格者のみとする。
(7) プレゼンテーションの際に，追加資料の提出を行うことは不可とする。ただし，以下についてはモニターに表示することを認める。
　ア　受託後に作成するポータルサイトホームページ等の内容がわかるもの
　イ　その他寄付者を広く募るための取組みであって紙面では説明が困難なもの
１０　審査基準
別紙「柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関するプロポーザル方式審査基準」を参照すること
１１　審査方法及び選定方法
(1) 審査方法
最優秀提案者の審査は，柏市プロポーザル方式選定委員会（柏市ふるさと寄附金事業業務委託）における，書類審査及びプレゼンテーション審査によるものとする。
(2) 選定方法
　ア　一次審査
　　・書類審査を行う。各委員の評点数の合計が高い上位３者程度を合格者とし，プレゼンテーション審査の対象者とする。
　　・参加業者数が３者程度に満たない場合は，一次審査を行わずプレゼンテーション審査のみで最優秀提案者を選定する場合がある。
　イ　プレゼンテーション審査
　　・各委員の評点数の合計が最も高い提案者を最優秀提案者とする。
　　・最高得点者が複数いる場合は，各委員の協議によって最優秀提案者を決定する。

　　・最優秀提案者選定までの間に失格となる者があった場合，失格者を除いた中から最高得点者を最優秀提案者として選定する。
　　・最優秀提案者と契約を締結できない場合は，次順位の提案者（第二優先交渉権者）と交渉を行う場合がある。
　
１２　プロポーザル方式結果通知
プロポーザル方式結果は，参加した業者に対し，書面にて通知する。
１３　結果公表
プロポーザル方式結果は，市ホームページに公表する。
１４　契約手続き
最優秀提案者を契約候補者として決定した後，当該業者と随意契約を締結する。契約候補者が契約を履行できる見込みがないと市が判断した場合は，随意契約を締結しないことがある。その場合，契約候補者は損害賠償請求をしないものとする。
１５　事務局
(1) 担当部署
柏市役所経済産業部商工観光課　商工観光担当　後藤，渋谷
(2) 連絡先
〒２７７－８５０５　千葉県柏市柏五丁目１０番１号
電話番号：０４－７１２８－４７８０（直通）

Ｅメールアドレス：shokokanko@city.kashiwa.chiba.jp
　(3) 受付日時
　　　受付は，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日以外の日の午前９時から午後５時までとする。
１６　その他
(1) 本プロポーザル方式に係る費用については，全て提案者の負担とする。
(2) 提出された書類は返却しない。また，本プロポーザル方式以外の目的には使用しない。
(3) 辞退をした場合も今後の入札等において不利な扱いをすることはない。

(4) 参加資格に定めるもののほか，次に掲げるいずれかに該当した場合には，失格とする。

ア　参加意思表明書又は提案書について，提出期限を過ぎて提出された場合

イ　提出書類に虚偽の記載があった場合

ウ　予定金額（上限金額）又は手数料率の上限を超えた見積書を提出した場合

エ　審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合

(5) 参加業者が１者のみであった場合においても，プレゼンテーション審査を実施する。その際，最優秀提案者として適当でないと認められる場合には，最優秀提案者として選定しないことがある。

(6) 提出した書類の訂正・差し替えは認めない。
(7) 柏市情報公開条例（平成１２年柏市条例第４号）に基づく開示請求があった場合には，提案書等の提出書類を開示する場合がある。
別紙

　　　柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関するプロポーザル方式審査基準
１　趣旨
この基準は，柏市ふるさと寄附金事業業務委託に関するプロポーザル方式に対する提案を審査し，最も優秀な提案を行ったと認められる者を選定するために必要な事項を定めるものである。

２　審査項目
審査項目は下記のとおりとする。
	審査項目
	審 査 基 準
	配 点

	法令把握
寄附情報管理
	◆個人情報の取扱いや情報セキュリティの重要性について，十分な認識を持っており適切な対応をしているか
◆ふるさと納税の制度や市場の動向の把握，ふるさと納税に関係する法令を理解しているか
	１０点

	実績・組織体制
	◆ふるさと寄附金事業に係る業務実績は豊富か
◆返礼品事業者を訪問する体制を整えたうえで，ポータルサイト及び返礼品提供事業者と連携して円滑に通知および返礼品等の発送業務を遂行するための体制を構築できるか
	１０点

	寄附金受領証明書等の作成・送付及び寄附者からの問い合わせ対応等
	◆各種書類を迅速に作成し，適切に対応できる体制を構築できるか
◆寄附者からの問い合わせに，適切かつ丁寧に対応できる体制を構築できるか
	１０点

	返礼品の開拓・企画・管理
	◆寄附者を多く募ることができる返礼品の開拓・企画を行うことができるか
◆返礼品の配送状況を適切に管理できる体制を構築できるか
◆返礼品の配送について配送期間を短縮できる取組みは適切か

◆返礼品発送業務の実施が困難な事業者に対して，発送業務を請負う等の支援を実施することができるか
◆送料を抑えるための取組みは適切か
	２５点

	プロモーション及びポータルサイト管理
	◆ポータルサイト閲覧者に本市返礼品の魅力を訴求することができ，閲覧しやすいページを作成することができるか
◆柏市の魅力，返礼品の魅力を伝えることができるか
◆ポータルサイト以外で本市返礼品の効果的なＰＲを企画することできるか
◆リピーター獲得の効果的なＰＲを企画することができるか
◆広告等を有効活用できるか
◆返礼品の登録や変更に迅速に対応できるか
	３０点

	見積額
	◆見積額は提案内容に対して妥当か
	１０点

	制度改正対応
	◆本市の状況を踏まえた令和８年１０月の制度改正への対応策を検討できるか
	５点

	合　　計
	１００点


